
　豊川市相談支援事業は、障害者総合支援法の規定に基づき実施する事業で、障害があるご本人やそ

のご家族などからの相談に応じ必要な情報の提供をすることや、権利擁護のために必要な援助を行うこと

により、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援することを目的とし

ています。
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【専門性に特化した相談】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 市内全域
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豊川市障害者相談支援事業の主な内容

１ 障害のある方への総合的な相談支援

　　障害のある方が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、日常生活に関する相談や就労、

　教育に関する相談など、総合的に相談に応じます。

２ 福祉サービスの利用援助

　　障害のある方の希望や現在の生活環境を伺い、各種障害福祉サービスや事業所を紹介して必

　要な障害福祉サービスの利用を援助します。

３ 社会資源を活用するための支援

　　障害のある方への制度は年金、医療、貸付、各種割引や補助等、多種多様にあります。それら

　の制度を有効に活用するために、制度の紹介や説明などを行います。

４ 関係機関との連絡調整

　　障害のある方が地域で生活していくためには、居宅における支援、日中活動における支援、余

　暇活動における支援など多くの事業所や機関との関係が発生するため、必要となる関係機関との

　連絡調整を行います。

                       豊川市役所福祉部障害福祉課 障害福祉係

                        〒442-8601　豊川市諏訪１丁目１番地

                         ＴＥＬ ０５３３－８９－２１５９

                         ＦＡＸ ０５３３－８９－２１３７

                         Ｅ-mail: shogaifukushi@city.toyokawa.lg.jp

信愛医療療育センター 豊川市小坂井町大塚38番地1
医療的ケア児者に

関する相談

・受付時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分です。

 （祝日、年末年始は休みとなります。）

愛厚希全の里 相談支援事業所 豊川市一宮町上新切33-267 金屋・一宮

若竹荘
地域生活推進センター

豊川市大崎町下金居場５５ 就労に関する相談

メンタルネットとよかわ 豊川市宿町楠３９番地１ 御津・小坂井

ホタルの郷
障害者地域生活支援センター

豊川市足山田町年長１－６ 東部・音羽

相談支援センター
ほっとケアネット

豊川市当古町一色８１番地 中部・西部

シンシア豊川 豊川市平尾町諏訪下１０ 南部・代田

令和７年度　豊川市障害者委託相談支援事業所一覧

事業所名 所在地 担当中学校区

豊川市障害者相談支援センター
（通称：基幹センター）
（福）豊川市社会福祉協議会

豊川市諏訪３丁目２４２番地
相談窓口の拠点とし
て、総合的な相談支

援を行います。


